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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）少なくとも一方が透明な一対の基板と、
（ｂ）該一対の基板のそれぞれに形成され、少なくとも一方が透明な面電極層と、
（ｃ）前記一対の基板間に配置され、前記面電極層に電圧を印加することにより電界が印
加される液晶層と、
（ｄ）該液晶層と前記一対の基板それぞれとの間に配置される、チェッカーボード状パタ
ーンを形成するサブミクロンから数ミクロン程度のサイズの複数の配向ドメインから成る
配向層であって、前記チェッカーボード状パターンの単位小領域内の液晶配向方向が同一
になるように、前記複数の配向ドメインの液晶配向規制方向を前記基板面に対して略垂直
方向および略水平方向を含む複数の異なる方向とする液晶配向規制処理を施した配向層と
を具備し、
（ｅ）前記基板面に対して、チェッカーボード状パターン化された略垂直な液晶配向状態
と略水平な液晶配向状態の２つの状態が、電界無印加時に共に安定であるメモリー性を有
することを特徴とするネマチック液晶を用いた液晶表示装置。
【請求項２】
　前記配向層を形成する材料が、光反応性を有する材料から成り、前記複数の異なる方向
の液晶配向規制処理の少なくとも１つが、前記配向層を形成する材料に化学反応を与え得
る光を照射する処理であることを特徴とする請求項１記載のネマチック液晶を用いた液晶
表示装置。
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【請求項３】
　前記液晶層がその誘電異方性の符号が印加される交流電界の周波数に依存して正・負両
方をとり得る液晶材料からなることを特徴とする請求項１又は２記載のネマチック液晶を
用いた液晶表示装置。
【請求項４】
　前記一対の基板の少なくとも一方に偏光板を備えたことを特徴とする請求項１、２又は
３記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置。
【請求項５】
　前記液晶層が吸収二色性を有する色素分子を組成成分として含有することを特徴とする
請求項１、２、３又は４記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置。
【請求項６】
　前記一対の基板のどちらか一方の基板上に光反射板が配置されたことを特徴とする請求
項１、２、３、４又は５記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置。
【請求項７】
　前記配向ドメインの、前記基板の面に対して略水平な液晶配向規制方向が、画素中の複
数の副画素領域（画素ドメイン）で異なることを特徴とする請求項１、２、３、４、５又
は６記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に低消費電力、高精細のネマチック液晶を用いた液
晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話などの携帯情報端末の表示装置としては、主にネマチック液晶を用いた
液晶表示装置が、その低駆動電圧、低消費電力特性を生かして用いられており、近年の携
帯情報端末の急速な普及に伴い、その生産量が拡大している。
　同時にその表示機能も表示画素（文字）数の増加など、より高度な表示性能が要求され
てきている。
【０００３】
　一方で、携帯機器としてバッテリーを電源とした連続使用時間を維持あるいは拡大しな
ければならないことから、上記の高精細化をはじめとする表示機能の高度化のみならず、
低消費電力化も同時に達成する技術が必要とされている。
　このような技術の一つとして、液晶表示装置に加える電圧を切った場合にも表示が保持
される、いわゆる表示メモリー特性をもつ液晶表示装置を用いる技術が種々提案されてい
る。メモリー特性を用いることにより、表示内容が変わらない場合には原理的には消費電
力を０とすることができ、また、画素ごとに表示内容が変わった画素のみ電圧を印加して
表示内容を変更することによっても消費電力を低減できる。
【０００４】
　さらに、従来のツイステッドネマチック（ＴＮ）方式あるいはスーパーツイステッドネ
マチック（ＳＴＮ）方式を単純マトリックス駆動する場合には、よく知られているように
デューティー比の制限から、表示可能な画素数に上限があるが、メモリー性を利用するこ
とにより、この画素数の制限をなくすことができ、高精細な表示が可能となる。
　ネマチック液晶を用いて、このような表示メモリー性を実現する従来技術としては、例
えば、ネマチック液晶と微細なグレーティング加工処理を施した液晶配向層を組み合わせ
たもの（下記特許文献１参照）や、本願発明者らの発明にかかるネマチック液晶と複数の
基板面内液晶配向規制方向を有するドメインをパターン状に配置したもの（下記特許文献
２参照）などが提案されている。
【特許文献１】特表平１１－５１３８０９号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ　０２／０６８８７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した従来技術において、ネマチック液晶と微細なグレーティング加
工処理を施した液晶配向層を用いるものは、フレクソエレクトリック効果を用いてホメオ
トロピック（垂直）配向とハイブリッド配向の二状態間をスイッチングするものであるが
、この二状態間のメモリー性を発現させるためには、上記の微細なグレーティング加工処
理における表面形状や、表面における液晶配向アンカリング強度をある範囲内に精密に制
御する必要がある等の問題点があり、広範な実用化はなされていない。
【０００６】
　また、ネマチック液晶と複数の基板面内液晶配向規制方向を有するドメインをパターン
状に配置したものは、基板面内に略平行な電界（横電界）によりメモリー状態間のスイッ
チングを行うため、この横電界を発生させるために、いわゆるインプレーン・スイッチン
グ方式で用いられているのと同様な櫛歯電極対が一組以上必要となり、複雑な電極形成工
程が必要となる。
【０００７】
　以上のように、従来技術においては、ネマチック液晶を用いて、低消費電力・高精細化
に有利な表示メモリー性を有する液晶表示装置を高い歩留まりで容易に作成することが困
難であった。
  本発明は、上記状況に鑑みて、高い歩留まりで容易に作製することができるメモリー性
を有した低消費電力のネマチック液晶を用いた液晶表示装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、上記目的を達成するために、
　〔１〕ネマチック液晶を用いた液晶表示装置において、少なくとも一方が透明な一対の
基板と、この一対の基板のそれぞれに形成され、少なくとも一方が透明な面電極層と、前
記一対の基板間に配置され、前記面電極層に電圧を印加することにより電界が印加される
液晶層と、この液晶層と前記一対の基板それぞれとの間に配置される、チェッカーボード
状パターンを形成するサブミクロンから数ミクロン程度のサイズの複数の配向ドメインか
ら成る配向層であって、前記チェッカーボード状パターンの単位小領域内で液晶配向方向
が同一になるように、前記複数の配向ドメインの液晶配向規制方向を前記基板面に対して
略垂直方向および略水平方向を含む複数の異なる方向とする液晶配向規制処理を施した配
向層とを具備し、前記基板面に対して、チェッカーボード状パターン化された略垂直な液
晶配向状態と略水平な液晶配向状態の２つの状態が、電界無印加時に共に安定であるメモ
リー性を有することを特徴とする。
【０００９】
　〔２〕上記〔１〕記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置において、前記配向層を
形成する材料が、光反応性を有する材料から成り、前記複数の異なる方向の液晶配向規制
処理の少なくとも１つが、前記配向層を形成する材料に化学反応を与え得る光を照射する
処理であることを特徴とする。
　〔３〕上記〔１〕又は〔２〕記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置において、前
記液晶層がその誘電異方性の符号が印加される交流電界の周波数に依存して正・負両方を
とり得る液晶材料からなることを特徴とする。
【００１０】
　〔４〕上記〔１〕、〔２〕又は〔３〕記載のネマチック液晶を用いた液晶表示装置にお
いて、前記一対の基板の少なくとも一方に偏光板を備えたことを特徴とする。
　〔５〕上記〔１〕、〔２〕、〔３〕又は〔４〕記載のネマチック液晶を用いた液晶表示
装置において、前記液晶層が吸収二色性を有する色素分子を組成成分として含有すること
を特徴とする。



(4) JP 4709219 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【００１１】
　〔６〕上記〔１〕、〔２〕、〔３〕、〔４〕又は〔５〕記載のネマチック液晶を用いた
液晶表示装置において、前記一対の基板のどちらか一方の基板上に光反射板が配置された
ことを特徴とする。
　〔７〕上記〔１〕、〔２〕、〔３〕、〔４〕、〔５〕又は〔６〕記載のネマチック液晶
を用いた液晶表示装置において、前記配向ドメインの、前記基板の面に対して略水平な液
晶配向規制方向が、画素中の複数の副画素領域（画素ドメイン）で異なることを特徴とす
る。
【００１２】
  すなわち、複雑な電極形成工程が必要となる櫛歯電極ではなく、一般的なＴＮ方式と同
様に単純な対向面電極を用いる。
　この対向面電極による縦電界でスイッチングする複数のメモリー性液晶配向状態を実現
するためには、まず、複数の異なる方向に液晶配向規制処理された配向ドメインから成る
配向層を用いる。
【００１３】
　電圧が印加されておらず、液晶層に加わる電界が無い場合の液晶配向状態のエネルギー
は、液晶層自身の弾性変形エネルギーと液晶層と基板表面の配向層の界面相互作用による
配向規制エネルギーの和で表されることから、基板表面の複数の配向方向が共にエネルギ
ー的に十分安定となるような基板表面を用いることによって、複数の液晶層の配向状態を
メモリー性安定状態とすることができる。
【００１４】
　さらに、これらの複数の配向状態間を、前記対向面電極による縦電界でスイッチング可
能とするためには、前記配向ドメイン個々内の複数の液晶配向規制方向が、基板面に対し
て略垂直方向と、基板面に対して略水平方向を有するようにすればよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ネマチック液晶を用いた表示メモリー性を備えた低消費電力のネマチ
ック液晶を用いた液晶表示装置を高い歩留まりで容易に作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明のネマチック液晶を用いた液晶表示装置は、少なくとも一方が透明な一対の基板
と、この一対の基板のそれぞれに形成され、少なくとも一方が透明な面電極層と、前記一
対の基板間に配置され、前記面電極層に電圧を印加することにより電界が印加される液晶
層と、この液晶層と前記一対の基板それぞれとの間に配置される、チェッカーボード状パ
ターンを形成するサブミクロンから数ミクロン程度のサイズの複数の配向ドメインから成
る配向層であって、前記チェッカーボード状パターンの単位小領域内で液晶配向方向が同
一になるように、前記複数の配向ドメインの液晶配向規制方向を前記基板面に対して略垂
直方向および略水平方向を含む複数の異なる方向とする液晶配向規制処理を施した配向層
とを具備し、前記基板面に対して、チェッカーボード状パターン化された略垂直な液晶配
向状態と略水平な液晶配向状態の２つの状態が、電界無印加時に共に安定であるメモリー
性を有する。
【実施例】
【００１７】
  以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は本発明の第１実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の基板上への配
向層の形成状態を示す斜視図であり、下部基板に上部基板が対向した状態を示している。
　図１において、１は基板（下部基板）、２はその基板１上に形成される面電極層、３は
その面電極層２上に形成される配向層であり、この配向層３は、チェッカーボード状に複
数の配向ドメインを有し、これらの配向ドメインのそれぞれにおいて、液晶配向規制方向
が基板面に対して略垂直な配向ドメイン３Ａあるいは、液晶配向規制方向が基板面に対し
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て略水平な配向ドメイン３Ｂとなるように配向規制処理が施されている。
【００１８】
　上記したチェッカーボード状パターン中の配向ドメイン３Ａ，３Ｂのサイズを、サブミ
クロンから数ミクロン程度の十分小さなサイズとすると、ネマチック液晶自身のもつ弾性
体としての性質により、この配向層３による液晶配向はこの配向パターンに追従せず、ほ
ぼ一様な配向状態となる。
　略水平および略垂直方向の液晶配向規制力が等しく、またそれぞれの配向ドメイン３Ａ
，３Ｂの形状が同じ場合を考えると、上記したような配向層３による略一様な液晶表面配
向は、略垂直と略水平がエネルギー的に等価に安定となると考えられる。
【００１９】
　このような配向層を有する基板をさらにもう一個用意し、双方の配向層側を対向させる
。図１において、４は基板（上部基板）、５はその基板４上に形成される面電極層、６は
その面電極層５上に形成される配向層であり、この配向層６には、液晶配向規制方向が基
板面に対して略垂直な配向ドメイン６Ａ及び液晶配向規制方向が基板面に対して略水平な
配向ドメイン６Ｂがチェッカーボード状に形成されている。それらを対向させた配向層３
，６間には、上記の配向ドメイン３Ａ，３Ｂのサイズ（サブミクロンから数ミクロン程度
）より大きな、例えば１０ミクロン程度の間隙（ギャップ）を設けてセルとし、その基板
１，４（配向層３，６）間にネマチック液晶を封入して液晶層７を有する液晶装置とする
。
【００２０】
　上記基板１，４には、透明電極材料からなる面電極層２，５が形成されており、上記の
ようにして作製した液晶セルは、この対向する基板１，４のそれぞれに設けられた面電極
層２，５間に電圧を印加することにより、液晶層７に縦方向の電界を印加可能である。
　ここで、上記液晶層７の液晶材料として、その誘電異方性（Δε）の符号が印加される
交流電界の周波数に依存して正・負両方とり得る液晶材料を用いることにより、図２に示
すように、液晶層７の配向状態を、上記したようなエネルギー的に等価に安定な略垂直状
態〔図２（ａ）〕と略水平状態〔図２（ｂ）〕の２つの状態間でスイッチング可能にする
ことができる。
【００２１】
　上記の２状態間のスイッチング時に、電界印加による液晶配向の回転方向が異なるドメ
インが発生し、表示品質が低下するのを防ぐには、配向層３（および配向層６）における
基板に対して略垂直な配向方向を、特定の一方向に例えば３度傾け、また同様に基板に対
して略水平な配向方向を、特定の一方向に基板面から例えば３度起き上がったものとする
、いわゆるプレチルト制御をすればよい。
【００２２】
　このような、チェッカーボード状の垂直・水平配向規制パターンを有する配向層３（お
よび配向層６）を得るには、例えば光反応性を有する配向膜材料を用いればよい。
　このような配向層材料として、例えばｐｏｌｙ [２－ (４－ｐｈｅｎｙｌａｚｏｐｈｅ
ｎｙｌｏｘｙ) ｅｔｈｙｌ  ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ] が知られている（参考文献１：
Ｉｃｈｉｍｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ，Ｖｏｌ．７３，ｐｐ
９２１－９２３）。このポリマーはスピンキャスト等により基板上に薄膜として形成した
状態では垂直配向膜となるが、例えば、波長３６５ｎｍの無偏光光を基板に対して斜め６
０度方向から十分な照射エネルギーで照射することにより、この斜め方向に配向規制方向
をもつ（数度程度のプレチルト角を有する）水平配向膜となることが報告されている（上
記参考文献１参照）。
【００２３】
　配向層３（あるいは配向層６）は、この光反応性ポリマーを基板１表面に薄膜形成し垂
直配向膜とした後に、白・黒チェッカーボードパターンの白に対応する部分のみ光透過し
、黒に対応する部分は光不透過のフォトマスクを用いて、波長３６５ｎｍの無偏光光を基
板に対して斜め６０度方向から十分な照射エネルギーで照射することにより、配向層３の
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チェッカーボードパターンの白に相当する部分のみを、この斜め方向に配向規制方向をも
つ（数度程度のプレチルト角を有する）水平配向膜とすればよい。
【００２４】
　このようにして、図２（ａ）に示すような略垂直な液晶配向状態と、図２（ｂ）に示す
ような略水平な液晶配向状態の２つの状態が、電界無印加時に共に安定でメモリー性を有
し、かつこれらの安定配向状態間のスイッチングが、対向する基板それぞれに設けられた
対となる面電極層２，５間に電圧を印加することにより発生する縦電界により可能な液晶
装置が得られる。
【００２５】
　この液晶装置を表示装置として作用させることは、例えばこの液晶装置を、図２に示す
ように二枚の偏光板８，９でその偏光透過軸を互いに直交させて挟み込むことにより可能
である。この時、配向層３および６の略水平配向の配向規制方向を上記互いに直交する偏
光透過軸の略中間方向（４５度方向）とすることにより、複屈折効果によって図２（ａ）
の略垂直配向状態で黒表示、図２（ｂ）の略水平配向状態で白表示が可能となる。後者の
略水平配向状態での白表示透過率を大きくするには、液晶材料の屈折率異方性（Δｎ）お
よび液晶層厚みを調節して、液晶層のリタデーションが半波長板となるようにすればよい
。
【００２６】
　また、液晶材料に吸収二色性を有する色素分子を組成成分として含有させることで、い
わゆるゲスト・ホスト効果により表示装置とすることや、片側の基板の面電極層を反射板
兼用の不透明電極層として反射型の表示装置とすることも可能である。
  図３は本発明の第２実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の構成を示す図
である。
【００２７】
　この図において、基板１１、基板１４として、厚みが１．１ｍｍで表面を研磨した透明
なガラス基板を２枚用いた。
　基板１１上には、面電極層１２として、ＩＴＯ（インジウムチタンオキサイド）からな
る透明導電層を形成した。
　次に、そのＩＴＯ電極層１２上に、配向層材料としてアゾベンゼン基を含有するｐｏｌ
ｙ [２－ (４－ｐｈｅｎｙｌａｚｏｐｈｅｎｙｌｏｘｙ) ｅｔｈｙｌ  ｍｅｔｈａｃｒｙ
ｌａｔｅ] を基板１１表面に塗布・乾燥後、緻密な垂直配向層１３を得た。
【００２８】
　ここで用いる感光性材料としては、上記に限定されず、同様の配向規制効果と以下のよ
うな紫外光照射による配向規制能の変化が得られるものであればどのような物を用いても
よい。
　そのような感光性材料として、例えば日産化学工業株式会社製のポリイミド系配向膜材
料であるＲＮ－１３３８も本発明に適用可能である。この材料ＲＮ－１３３８は、上記の
アゾベンゼン系材料と同様に、スピンキャスト等により基板上に薄膜として形成した状態
では垂直配向膜となるが、例えば、波長２５０ｎｍの直線偏光光を十分な照射エネルギー
で照射することにより、照射直線偏光方向と直交する方向に配向規制方向をもつ水平配向
膜となる。
【００２９】
　次に、中心波長３６５ｎｍのバンドパスフィルターを備えた水銀キセノンランプを無偏
光紫外光源とし、図１に示すような区切られたそれぞれの正方形の小領域の大きさが１μ
ｍ角とした正方形のチェッカーボードパターンのフォトマスクを介し、基板面に対して斜
め６０度方向から０．２Ｊ／ｃｍ2 程度の照射光強度で光照射し、上記フォトマスクの透
過部分のみ、上記斜め光照射方向面内に（５度程度のプレチルト角で）液晶配向規制方向
を有する水平配向膜とした。
【００３０】
　なお、これらのパターン形状や照射光強度はあくまで一つの例であり、用いる感光性材
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料や、液晶材料の特性などに合わせて調整する。例えば、用いる配向膜材料によって、最
終的に得られる垂直配向と水平配向の配向規制力に大きな違いがあれば、それらの違いに
応じて上記チェッカーボードパターンの白・黒相当部分の面積を相対的に変化させ、結果
として面積を乗じた配向規制力が垂直配向と水平配向それぞれでほぼ等しくなるように調
節することが好ましい。
【００３１】
　もう一方の基板１４についても上記基板１１と全く同様にして面電極層１５と配向層１
６を形成した。
　次に、これらの２枚の基板１１，１４をそれぞれの液晶配向能を有する表面同士を相対
向させて、分散させた球形のポリマビーズからなるスペーサと周辺部のシール剤とを介在
させて、セルを組みたてた。
【００３２】
　次いで、この液晶セルの基板間に、メルク社製の液晶材料ＭＬＣ－２０４８に、二色性
色素１７ＡとしてＢＤＨ社製のニュートラル色素材料Ｄ８５Ｅ６３を適当量混入した液晶
組成物を真空で注入し液晶層１７とし、紫外線硬化型樹脂からなる封止材で封止して液晶
パネルを得た。
　上記の液晶組成物ＭＬＣ－２０４８は、その誘電異方性（Δε）が低周波では正で、高
周波では負となる２周波駆動用のネマチック組成物であり、そのクロスオーバー周波数は
２３ｋＨｚである。
【００３３】
　このとき液晶層の厚みは、上記のスペーサにより、液晶封入状態で１０μｍとなるよう
に調整した。
　次に、この光源側基板１１に偏光板１８（日東電工社製Ｇ１２２０ＤＵ）を、その偏光
透過軸が上記の基板１１の水平配向規制方向と平行になるようにして貼った。
　その後、２周波駆動可能な駆動回路、光源としてのバックライトなどを接続し、液晶表
示装置を得た。
【００３４】
　この第２実施例のネマチック液晶を用いた液晶表示装置の駆動電圧波形と電気光学特性
を図４を用いて説明する。
　図４（ａ）において、Ｔｒは駆動に伴う液晶表示装置の透過率の変化を表す。図４（ｂ
）において、Ｖは、ＩＴＯ電極１２および１５間に加えられる駆動電圧波形を示している
。
【００３５】
　これらの図に示されるように、この実施例に示す液晶表示装置は、選択的に駆動交流電
圧周波数を変えることにより、二色性色素１７Ａによるゲスト・ホスト効果で、明状態〔
図２（ａ）参照〕、暗状態〔図２（ｂ）参照〕に対応する液晶層内の液晶配向状態間のス
イッチングが可能であった。
　次に、本発明の第３実施例について説明する。
【００３６】
　上記の第２実施例において、図５に示すように、基板２１、面電極層２２、配向層２３
に対向した基板２４の面電極層を光反射板を兼ねた光反射板兼面電極層２５とし、さらに
基板２４上の配向層２６の形成において、紫外光の斜め照射を全く行わず、単に塗布・乾
燥したのみとした以外は第２実施例と同様にして反射型の液晶表示装置を作製し、第３実
施例とした。
【００３７】
　この第３実施例の場合は、配向層２６は紫外光照射されていないため、一様な垂直配向
層として作用する。
　この実施例の二つの安定なメモリ配向状態と、その間のスイッチングの模式図を図６に
示す。この図に示すように、配向層２６が垂直配向層であるため、二つの安定なメモリ配
向状態は、図６（ａ）に示す垂直配向状態と、図６（ｂ）に示すいわゆるハイブリット配
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【００３８】
　後者のハイブリット配向状態における二色性色素２７Ａによる光吸収は第２実施例の水
平配向状態〔図２（ｂ）参照〕に比べ約半分となるが、この第３実施例では反射型構成と
なっており、光は液晶装置に入射し反射・出射する際に液晶層２７を２回通るため、トー
タルの光吸収（したがってコントラストも）は第２実施例とほぼ同じとなる。
　したがって、この第３実施例の電気光学特性は第２実施例の図４とほぼ同様であった。
【００３９】
　この第３実施例では、紫外光の斜め照射が基板２１側の配向層２３のみで済むため、液
晶表示装置の作製の工程数が低減できる。
　また、この第３実施例では、配向層２３の配向ドメインの基板面に対して略水平な液晶
配向規制方向を、画素中の複数の副画素領域（画素ドメイン）で異なる複数の方向とし、
いわゆるマルチドメイン画素構成とすることにより、視角特性を改善することが可能であ
る。上記の画素ドメインは、例えば画素を二分割構成とする場合には、一つの画素ドメイ
ンが元々の画素（通常一辺が数十μｍ～百十μｍ程度）の１／２の大きさであり、この大
きな画素ドメイン中に、約１μｍ四方程度のサイズの配向ドメインが多数含まれるもので
ある。
【００４０】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨にもとづいて種々
の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
　例えば、上記実施例では液晶材料に添加する二色性色素として吸収分光特性がほぼニュ
ートラル（黒色素）の材料を用いたが、この吸収分光特性を調節してカラー表示を行うこ
とも可能である。
【００４１】
　また、第２実施例に示した液晶表示装置を、２つ（片方を相対的に９０度回転させて）
積層することにより、偏光板をまったく用いない構成にすること等も可能である。
　さらに、各画素に薄膜トランジスタ等の能動素子を設けた液晶表示装置とすることも可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の液晶表示装置は、高い歩留まりで容易に作製することができる、メモリー性を
有した低消費電力のネマチック液晶を用いた液晶表示装置に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の基板上の配向
処理を示す図である。
【図２】本発明の第１実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の二つの安定な
液晶配向状態の模式図とその間のスイッチングを示す図である。
【図３】本発明の第２実施例のネマチック液晶を用いた液晶表示装置の構成を示す図であ
る。
【図４】本発明の第２実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の駆動電圧波形
と電気光学特性を示す図である。
【図５】本発明の第３実施例を示す液晶表示装置の構成を示す図である。
【図６】本発明の第３実施例を示すネマチック液晶を用いた液晶表示装置の駆動電圧波形
と電気光学特性を示す図である。
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